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［事案 2023-312］先進医療給付金等支払請求  

・令和 6年 7月 8 日  裁定終了 

＜事案の概要＞ 

 約款上の支払事由に該当しないことを理由に、先進医療給付金等が支払われなかったことを

不服として、給付金の支払いを求めて申立てのあったもの。 

＜申立人の主張＞ 

令和 5 年に配偶者が転移性肝がんと診断され、同年 8 月より重粒子線治療を受け合計 10 日

間通院したため、平成 25年 10 月に契約したがん保険（契約者・被保険者は配偶者、給付金受

取人は自分）のがん先進医療特約およびがん通院特約にもとづき、先進医療給付金および通院

給付金を請求したところ、給付金が支払われなかった。しかし、以下等の理由により、先進医

療給付金（請求①）および通院給付金（請求②）を支払ってほしい。 

(1)請求①について、医師から、粒子線治療は、治療が自由診療と先進医療に分かれ、被保険

者が受ける治療は自由診療になると説明を受けたが、治療方法はどちらも同じ粒子線治療

であると聞いた。 

(2)請求②について、被保険者が治療を受けた医療機関には入院施設はないが、厚生労働省指

定の病院である。入院施設がないことを理由に通院給付金が支払われないことに納得がで

きない。 

＜保険会社の主張＞ 

以下の理由により、申立人の請求に応じることはできない。 

(1)請求①について、がん先進医療特約では、公的医療保険制度における先進医療による療養

であることを支払事由の1つとして規定している。診断書の内容、医療機関への電話確認に

より、被保険者は、先進医療ではなく、自由診療による粒子線治療を受けたことを確認し

ている。したがって、被保険者が受けた治療は、公的医療保険制度における先進医療によ

る療養にはあたらず、支払対象外となる。 

(2)請求②について、がん通院特約では、主契約に定める支払事由となる入院の入院日前、ま

たは退院日から所定の期間に行われた通院であることを支払事由の1つとして規定してい

る。また、主契約では、病院または診療所における入院であることを支払事由の1つとして

規定している。申立人が通院した医療機関は患者が入院するための施設を有しておらず、

診断書上も入院日ではなく通院日として明記されているため、主契約の入院給付金の支払

事由を満たさず、支払対象外となる。 

＜裁定の概要＞ 

1.裁定手続 

裁定審査会は、当事者から提出された書面にもとづく審理のほか、和解を相当とする事情の

有無を確認するため、申立人および申立人子に対して事情聴取を行った。 

2.裁定結果 

 上記手続の結果、申立人の請求は認められず、その他保険会社に指摘すべき特段の個別事情

も見出せないことから、和解による解決の見込みがないと判断して、手続を終了した。 

 

 


